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令
和
7
年
中
に
家
屋
の
新
築
・
増
築
・
解
家
・
用
途

変
更
を
さ
れ
た
方
へ
問
税
務
課
固
定
資
産
税
係

☎
92
‐
7
9
1
8

基
山
町
消
防
団
年
末
特
別
警
戒
の
お
知
ら
せ

【
12
月
28
日
〜
30
日
】

年
末
は
火
を
扱
う
機
会
が
増
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
慌
た
だ
し
さ
で
火
に
対

す
る
注
意
も
お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち
で
す
。
ま
た
、
空
気
が
乾
燥
し
風
も
強
く

な
る
こ
と
か
ら
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で
す
。

基
山
町
消
防
団
で
は
、
年
末
の
火
災
予
防
の
た
め
、
年
末
特
別
警
戒
を
実
施

し
ま
す
。

期
間
中
は
、
夜
間
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
初
日
（
12
月
28
日
）
午
後
8

時
に
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
を
し
ま
す
。

常
日
頃
か
ら
、「
防
火
の
意
識
」
を
高
め
て
い
た
だ
き
、
火
災
発
生
を
未
然
に

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▽
年
末
特
別
警
戒
期
間

12
月
28
日
（
日
）
〜
30
日
（
火
）

全
国
統
一
防
火
標
語

「
急
ぐ
日
も

足
止
め
火
を
止
め

準
備
よ
し
」

※
寝
る
前
に
、
も
う
一
度
火
の
元
の
確
認
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
総
務
課
防
災
係

☎
92
‐
７
９
1
5

12
月
4
日
〜
10
日
は
「
人
権
週
間
」
で
す
！

世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
12
月
10
日
を
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、
12
月

4
日
か
ら
10
日
ま
で
を
「
人
権
週
間
」
と
し
て
、
世
界
人
権
宣
言
の
意
義
を
訴

え
る
と
と
も
に
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
て
い
ま
す
。

「『
誰
か
』
の
こ
と

じ
ゃ
な
い
。」
を
テ
ー
マ
に
、
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
る

こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

町
に
は
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し
た
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
人
権
擁
護
委

員
が
3
名
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。人
権
相
談
な
ど
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
行
い
、

人
権
尊
重
思
想
の
普
及
と
人
権
侵
害
の
防
止
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
毎
月
第
3
木
曜
日
の
午
後
1
時
か
ら
4
時
ま
で
、
基
山
町
民
会
館
で

人
権
行
政
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
人
権
問
題
で

お
悩
み
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談

は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

▽
人
権
擁
護
委
員

山
本

頼
子
さ
ん

井
上

正
史
さ
ん

前
田

淳
子
さ
ん

問
総
務
課
文
書
法
令
係

☎
92
‐
７
９
1
5

在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者
介
護
者
手
当
支
給
に

つ
い
て
【
基
山
町
社
会
福
祉
協
議
会
】

基
山
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
寝
た
き
り
高
齢
者
等
を
在
宅
で
日
常
的
に

介
護
さ
れ
て
い
る
方
に
介
護
者
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

受
給
対
象
者
は
、
令
和
8
年
2
月
1
日
現
在
で
基
山
町
に
住
所
を
有
し
、
お

お
む
ね
65
歳
以
上
の
寝
た
き
り
等
高
齢
者
の
方
（
要
介
護
4
・
5
程
度
）
を
1

年
以
上
在
宅
介
護
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
担
当
民

生
委
員
も
し
く
は
社
会
福
祉
協
議
会
へ
12
月
19
日
（
金)

ま
で
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
締
切

1
月
15
日(

木) 問
申
基
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
92
‐
3
3
1
1

毎
年
1
月
1
日
に
家
屋
等
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

令
和
7
年
1
月
1
日
以
降
で
年
内
（
令
和
7
年
中
）
に
家
屋
を
新
築
や

増
築
さ
れ
た
方
で
、
ま
だ
税
務
課
か
ら
の
家
屋
調
査
が
お
済
み
で
な
い
方
は
至

急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

故
意
に
調
査
を
拒
ま
れ
た
場
合
、
家
屋
の
評
価
額
が
正
し
く
算
出
さ
れ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
方
は
、
必
ず
解
家
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
次
年
度
以
降
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、家
屋
の
用
途
を
変
更
（
住
宅
を
店
舗
へ
変
更
な
ど
）
さ
れ
た
方
は
、

住
宅
用
地
異
動
申
告
書
の
提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。


